
【住民生活部会】＜保健・医療・福祉分野＞　No.１

事業計画

登録No 一次評価 二次評価 総合評価 結　果 左記の評価を選択した具体的な理由 二次評価対象 結 果 左記の評価を選択した具体的な理由 結 果 具体的評価理由

健康増進事業

・各種健康増進事業、保健推進委員活
動支援事業

検診事業

・生活習慣病予防推進のための各種健
（検）診事業

特定健診未受診者等対策事業

医療機械等購入費

興部町社会福祉協議会運営費補助
事業

民生児童委員協議会運営事業

保育所運営事業

興部町子ども・子育て支援事業

・子ども・子育て支援事業

公私連携幼保連携型認定こども園
施設整備事業

子育て世代包括支援センター事業

高齢者事業団育成事業

敬老会運営事業

・敬老祝金支給事業

老人福祉センター運営管理事業

・興部町老人福祉センター運営管理事業

老人クラブ育成事業

高齢者下宿運営管理事業

・興部町高齢者下宿運営管理事業

福祉保健総合センター運営管理事
業
・興部町福祉保健総合センター運営管理事
業

おこっぺ町地域づくりサポートの
会運営補助事業

・地域支援事業

１ 継　続【現状維持】　２ 継　続【拡　充】　３ 継　続【縮　小】　４ 継　続【統　合】　５ 終　了　６ 休　止　７ 廃　止

二次評価のとおりとする。

2

子ども家庭センター開設に向け、ここい
く広場の開催日数及び参加者の増加に取
り組んでおり評価としては、継続【拡
充】とする。

運営管理事業の評価としては、継続【現
状維持】とする。
施設の再整備や利活用等については、別
事業として検討すること。

対象外 1

住民主体の活動を通じ、介護予防や生きがいづくり、住民の
集いの場及び世代間交流の場としての役割を担っている。活
動継続のためには、今後も事業継続による後方支援が必要。 対象外

3 - 15 124 福 祉 保 健 課

3 - 17 122 介 護 支 援 課 1 対象外

対象外 対象外 1

建設から20年を迎えようとしており、設備や備品等の耐用年
数に達していることから、計画的な修繕交換が必要となって
いる。 対象外3 - 16 125 福 祉 保 健 課 1

2 2 2

3 - 13 120 福 祉 保 健 課 1

3 - 14 121 福 祉 保 健 課 1 対象外 対象外

対象外 対象外

1

運営費を補助することで、元気な高齢者がいつまでも活発に
活動してもらえるのは、高齢者の孤立化の防止や安否確認に
もなる。 対象外

1

運営管理委託を高齢者事業団に委託しており、現状委託経費
で最大の効果を上げている。認知症デイサービスや歌謡クラ
ブの開設、更にはカラダラボでの利用など、利用頻度が高
まっている。

対象外

2

継続【拡充】が妥当である。
昨年度の総合評価事項の結果が示されておらず記載すべきで
ある。具体的な年度計画が必要であり、浸水の危険性などか
ら早急に考えを示すべきである。担当課において検討した内
容を、一次評価または事業計画等に記載していただかなけれ
ば、評価することはできない。

12

本施設の必要性及び入居希望者数が定員を上回ることもあ
る。立地場所が低地であり大雨時には浸水の危険があるた
め、今後、新築移転や施設の活用方法の検討が必要。

○

対象外 対象外 1

本事業は、高齢者の多年の労をねぎらい長寿を祝福するとと
もに、町民の敬老思想の高揚を図る事を目的としていること
から、今後においても継続する必要がある。 対象外3 - 12 119 福 祉 保 健 課 1

1

高齢者事業団の存続が地域の高齢者弱者等の環境整備等に役
立っている。

対象外

一次評価のとおり継続【現状維持】が妥当である。
指標において、ここいく広場の目標値の増の理由について、
事業計画の中で記載するなどしなければ、増加する理由がわ
からないので記載していただきたい。また、昨年度も指摘さ
れているが、事業費の推移において５年度から記載されてい
ない。また人員の確保や人員配置については周知や検討をす
ること。

高齢者福祉の推進 3 - 11 118 福 祉 保 健 課 1 1 1

1 1 1

母子保健事業を軸とする子育て世代包括支援センターを設置
し、妊産婦及び乳幼児、その保護者へ継続的・包括的な支援
が行なえるよう機能強化に取り組んできた。今後は認定こど
も園併設の子育て支援センター業務や児童福祉分野との連携
強化のため、子ども家庭センター設置に向け更なる事業の充
実を図る必要がある。

○ 1３ - 10 未 福 祉 保 健 課 1

1 2 1 1
令和6年度内での工事着工することができた。令和8年10月開
園を目指している。 対象外

対象外 対象外 1

無償化に向けた取組を、先んじて行っており施設型給付費の
負担は必要である。

対象外

３ - 9 114 福 祉 保 健 課

３ - 8 116 福 祉 保 健 課 1

福 祉 保 健 課 2 対象外子育て環境整備の充実 3 - 7 115 ○ 1

継続【現状維持】が妥当である。
事業費、指標等を見てもどれも拡充になっていないため、現
状維持が妥当である。 1対象外 2

今後、認定こども園を整備する中で、町に必要な子育てサー
ビス等を充分に検討し、町民ニーズに合った施設とする必要
がある。

1

在宅福祉を支える総合的な地域福祉を推進するためには、社
会福祉協議会との連携が不可欠である。

対象外

3 - 6 113 福 祉 保 健 課

1 対象外 対象外

医療機器の更新を継続して実施する。

対象外

地域福祉の推進 3 - 5 112 福 祉 保 健 課

医療体制の確保 3 - 4 110 国 保 病 院 1 対象外

対象外 対象外 1

本事業は、受診対象者の健康維持・生活習慣病重症化予防の
観点と特定健診受診率の向上を図ることを目的としているこ
とから、今後においても継続する必要がある。 対象外3 - 3 介 護 支 援 課 1

対象外 1

1

各種検診の実施により生活習慣病の発症や重症化を予防して
いく必要がある。受診率向上に向け、実施内容や実施体制の
工夫について検討していく。 対象外3 - 2 108 福 祉 保 健 課 1 対象外 対象外

対象外 1

各種事業の実施状況や成果を評価するとともに、個々の健康
づくりの推進や事業への参加を促し、町民のニーズや健康課
題に合わせた事業展開をすすめていく必要がある。 対象外

令和７年度　事務事業評価結果一覧表

総　合　評　価

番 号

保健対策の推進 3 - 1 104 福 祉 保 健 課 1 対象外

施　策　項　目
整 理

事　　業　　名 所　管　課
令和６年度評価結果 一　次　評　価 二　次　評　価

法定受託事業につき、評価対象外



【住民生活部会】＜保健・医療・福祉分野＞　No.２

事業計画

登録No 一次評価 二次評価 総合評価 結　果 左記の評価を選択した具体的な理由 二次評価対象 結 果 左記の評価を選択した具体的な理由 結 果 具体的評価理由

一般介護予防事業

・地域支援事業

包括的支援事業

・地域支援事業

生活支援体制整備事業

・地域支援事業

認知症総合支援事業

・地域支援事業

在宅医療・介護連携推進事業

・地域支援事業

介護予防・生活支援サービス事業

・地域支援事業

通所介護サービス事業

・介護サービス事業

認知症対応型通所介護サービス事
業

・介護サービス事業

指定居宅介護支援事業・介護予防
支援事業

介護従事者養成研修等費用助成事
業

児童福祉費一般経費

・西紋別地区療育センター運営負担金
事業

障害者福祉費一般経費

・身体障害者手帳交付診断書料金補助
事業

障害者等交通費助成事業

・重度身体障害者ハイヤー料金助成事
業

障害者等交通費助成事業

重度心身障害者医療給付事業

ひとり親家庭等医療給付事業

１ 継　続【現状維持】　２ 継　続【拡　充】　３ 継　続【縮　小】　４ 継　続【統　合】　５ 終　了　６ 休　止　７ 廃　止

令和７年度　事務事業評価結果一覧表

対象外 1
本事業は、町条例及び道医療給付事業に基づき、ひとり親家
庭等の健康の保持及び福祉の増進を図るため必要である。 対象外

対象外 1

子どもの疾病の早期発見を促進し、保健の向上と福祉の増進
を図るため必要である。また、令和6年10月より、所得制限を
撤廃することで、保護者の窓口負担軽減を図ることができて
いる。

対象外

3 - 34 151 介 護 支 援 課 1 対象外

1 対象外3 - 33
子ども医療費助成事業
（乳幼児等医療給付事業等含む）

152 介 護 支 援 課

1 対象外 対象外 1
本事業は、町条例及び道医療給付事業に基づき、重度心身障
害者の健康の保持及び福祉の増進を図るため必要である。 対象外社会保障制度の推進 3 - 32 153 介 護 支 援 課

1

心身に障がいのある者の経済的負担を軽減する、福祉の増進
を図る上で必要である。

対象外3 - 31 136 福 祉 保 健 課 1 対象外 対象外

対象外 1

制度を利用することで、外出機会が増え生活圏の拡大が図ら
れることから必要である。

対象外3 - 30 135 福 祉 保 健 課 1 対象外

対象外

28 131 福 祉 保 健 課

3 - 29 134 福 祉 保 健 課 1 対象外 1

障害者手帳申請者の経済的負担を軽減する上で必要である。

対象外

障がい者福祉の推進 3 -

介 護 支 援 課 1 対象外3 - 27 129 対象外対象外 1

介護保険制度を支えるために必要な事業であり、今後の施設
整備に向け介護福祉士・介護支援専門員等の有資格者の確保
が必要な事から、資格を取りやすい環境を作っていく必要が
ある。

3 - 26 128 介 護 支 援 課 1 対象外 対象外 1

対象外 1

今後さらに認知症高齢者が増加していくことから、在宅サー
ビスとしての必要性は高い。今後、施設整備に合わせて他の
在宅サービスと最適化を図っていく見通し。 対象外

要介護認定者等が、住み慣れた地域で安心して在宅生活を送
るために無くてはならない事業である。町内に他の指定事業
所が無いため現状維持としているが、今後施設整備による、
在宅事業所の運営方法に合わせ居宅介護支援事業所の運営に
ついても検討する必要がある。

対象外

3 - 25 127 介 護 支 援 課 1 対象外

高齢者福祉の推進 3 - 24 127 介 護 支 援 課 1 対象外 1

介護保険による通所介護事業。今後も要支援者・要介護者・
総合事業対象者と介護を担う家族を在宅で支える為に必要な
事業だが、人員不足や従来の運営方針のもと待機者が慢性化
している。今後、町の施設整備に向け、在宅サービスの最適
化を視野に再編・統合を図っていく見通し。

対象外

対象外 対象外 1

介護保険法地域支援事業により実施。町民全般に運動ニーズ
が高く、加齢に伴い生活支援や参加の場の必要性が高くなっ
ている。今後も高齢者の心身の機能維持により重度化予防を
図るとともに、機能向上による一般介護予防事業への移行を
目指す。

対象外

対象外

3 - 23 126 介 護 支 援 課 1

対象外 1

R５年度に続き、認知症カフェの定期開催と高校生を対象とし
た認知症サポーター養成講座を実施。現在、育成の視点で普
及啓発が行えるよう町内の小中学校へ認知症サポーター養成
講座について打診済み。また、チームオレンジの立ち上げに
向けた事業を企画中。

対象外

3 - 22 126 介 護 支 援 課 1 1 1

対象外 1

介護保険上の地域支援事業における必須事業。地域の見守り
ネットワークとしての機能は概ね果たしているが、対応面に
ついては検討の余地がある。今後ICTの活用など、早期発見か
つ少人数での効率的な対応方法について早急に検討する必要
がある。

対象外

1

個別事例に関する情報共有は概ね行えている。医療介護連携
についてICTの活用が推奨されており、近隣市町村でもICT活用
によるネットワーク化が進んでいる。今後既存のネットワー
クや独自のツール活用について医療連携会議で検討していく
必要がある。

対象外

3 - 21 126 介 護 支 援 課 1 対象外

対象外3 - 20 126 介 護 支 援 課 1

1 対象外 対象外 1

介護保険法上の必須事業である。R6年度介護保険法改正によ
り、地域住民の複雑化・複合化したニーズへの対応や家族を
含む認知症高齢者支援の充実などに対応できるよう包括支援
センターの体制整備が位置付けられており、拡充の必要性が
高い。

対象外3 - 19 126 介 護 支 援 課

1

高齢者を中心とした町民の介護予防の取り組みとして事業を
継続する必要がある。

対象外高齢者福祉の推進 3 - 18 126 介 護 支 援 課 1 対象外 対象外

二　次　評　価 総　合　評　価

番 号
施　策　項　目

整 理
事　　業　　名 所　管　課

令和６年度評価結果 一　次　評　価

西紋５市町村による共同設置契約に基づく負担金事業につき、評価対象外


